
第２回産業分類検討チーム（R３.８.３)

実施府省

総務省

法務省

・債権回収会社の役員等の兼職状況の把握に使用(細分類）
・法務大臣が債権回収会社に対して行う兼業承認の手続において，対象業務の特定に使用
（細分類）

日本標準産業分類の利用状況等の照会結果

行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

債権回収会社に対する監督

・認証紛争解決事業者が営む他の事業の把握に使用（細分類）認証申請に対する審査及び認証紛争解決事業者に対
（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）
（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施

（債権管理回収業に関する特別措置法）
（債権管理回収業に関する特別措置法施行規則）

地方交付税法（第１１条、第１４条） 普通交付税の算定において、
・国勢調査における産業分類別就業者数（大分類）、
・事業所・企業統計調査の従業者数及び民営事業所数（大分類）、
・商業統計調査の小売業計（中分類）、
・工業統計調査の製造業計（大分類）
を利用している。

地方税法（同法第144条の6、同法附則第12条の2の7、
同法施行令第43条の6、同法施行令附則第10条の2の
2 等）

軽油引取税の課税免除の範囲の限定に使用（大・中・小・細分類）

統計法（第27条） 総務大臣が整備することとなっている事業所母集団データベースにおいて、事業所の産業分類で
活用している。
（分類の範囲は経済センサス‐基礎調査と同様）

消費者物価指数 財・サービス分類の区分に利用(サービス業)

産業連関表
（10府省庁の共同事業により作成する加工統計）

産業連関表を作成する際の部門設定において、日本標準産業分類との整合性を勘案することとし
ている。

経済センサス‐活動調査に関する地域メッシュ統計 大分類（A～R）A及びBは、A～R 全産業として集約
表章事項 事業所数及び従業者数（メッシュ別）

資料 ４
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業及び飲食料品製造業の各特定産業分
野における１号特定技能外国人が活動を行う事業所の指定のために利用

・「電気・電子情報関連産業分野における特定技能の
在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用
要領

・「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

・「素形材産業分野における特定技能の在留資格に係
る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

・「産業機械製造業分野における特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

2



実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

財務省 租税特別措置法に係る所得税の取扱い（昭和55年12
月26日付直所3-2 以下「措置法通達」という。）10の３－
５

租税特別措置法第10条の３(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特
別控除)の適用対象となる指定事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達１0の５の２－４ 租税特別措置法第10条の５－２(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又
は所得税額の特別控除)の適用対象となる指定事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達１１－５ 租税特別措置法第11条(特定設備等の特別償却)の適用対象となる海洋運輸業に該当するかどう
かの判定基準として利用。

在留資格「特定技能」に係る審査基準として，１号特定技能外国人が活動を行う事業所が行うことと
されている産業の指定に使用
・素形材産業分野（小分類・細分類）
・産業機械製造業分野（中分類・小分類・細分類）
・電気・電子情報関連産業分野（中分類）
・飲食料品製造業分野（中分類・小分類・細分類）

「出入国管理及び難民認定法」
（特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計
画の基準等を定める省令第１条第１項第７号）
（・出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき，素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める
基準第２条）（注１）
（・出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき，産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて
定める基準第２条）（注１）
（・出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき，電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に
鑑みて定める基準第２条）（注１）
（・出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定
める基準第２条）（注２）

（注１）経済産業省告示
（注２）農林水産省告示
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

措置法通達１２－１２ 租税特別措置法第12条(特定地域における工業用機械等の特別償却)の適用対象となる指定事業
に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達１２の２－４ 租税特別措置法第12条の２(医療用機器等の特別償却)の適用対象となる医療保健業に該当する
かどうかの判定基準として利用。

法人税基本通達（昭和44年５月１日付直審（法）25）16
－３－29

法人税法施行令第142条の２第２項第１号から３号まで《利子等に係る外国税額控除の対象となら
ない外国法人税の額》に掲げる事業に該当するかどうかの判定の基準として利用。

耐用年数の適用等に関する取扱通達（昭和45年５月25
日付直法４－25。以下「耐用年数通達」という。）１－４
－３

法人が機械及び装置をいずれの業種用の設備として通常使用しているかの判定の基準として利
用。

措置法通達42の９－10 租税特別措置法第42条の９《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額
の特別控除》の第１項の表の各号の第２欄に掲げる事業に該当するかどうかの判定基準として利
用。

耐用年数通達２－８－４ 耐用年数通達別表第２の「その他の小売用設備」に該当するものの判定基準として利用（中分類
60その他の小売業）。

耐用年数通達２－８－７ 耐用年数通達別表第２の「その他のサービス業用設備」に該当するものの判定基準として利用（中
分類95その他のサービス業）。

耐用年数通達付表８ 設備の種類と日本標準産業分類の分類を対比し、具体的な業種を例示。

連結納税基本通達（平成15年２月28日付課法２－３・課
審４－７）19－３－29

法人税法施行令第155条の27第２項第１号から３号まで《利子等に係る外国税額控除の対象となら
ない外国法人税の額》に掲げる事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

租税特別措置法関係通達（法人税編）（昭和50年２月
14日付直法２－２。以下「措置法通達」という。）42の６－
５

租税特別措置法第42条の６《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の
特別控除》に規定する指定事業に該当するかどうかの判定基準として利用。
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

租税特別措置法施行令第39条の７第６項第１号に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業に該当す
るかどうかの判定基準として利用。

措置法通達66の６－17 租税特別措置法第66条の６第２項第３号ハ⑴又は租税特別措置法施行令第39条の14の３第32項
第１号から第３号に掲げる事業のいずれに該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達68の２の３⑵－６ 外国法人の営む事業が措置法令第39条の34の３第７項第３号イ又は同号ロ⑴若しくは⑵に掲げる
事業のいずれに該当するかどうかの判定基準として利用。

租税特別措置法関係通達（連結納税編）（平成15年２
月28日付課法２－５・課審４－８。以下「連結措置法通
達」という。）68の11－５

租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額
の特別控除》に規定する指定事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達42の12の３－４ 租税特別措置法第42条の12の３《特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除》に規定する指定事業に該当するかどうかの判定基準として利用。（令
和３年度税制改正に伴う通達改正において廃止済み。）

措置法通達43⑶－１ 租税特別措置法施行令第28条第１項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業に該当するかどうか
の判定基準として利用（小分類451外航海運業、小分類452沿海海運業）。（令和３年度税制改正
に伴う通達改正において通達番号は変更済み。当該番号は確認中。）

措置法通達45－11 租税特別措置法45条《特定地域における工業用機械等の特別償却》の第１項の表の各号の第２
欄に掲げる事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達45の２－４ 租税特別措置法第45条の２第１項から第３項《医療用機器等の特別償却》に規定する医療保険業
に該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達57の９－３ 租税特別措置法施行令第33条の９第４項に掲げる事業のうちいずれの事業に該当するかの判定
基準として利用。

措置法通達61の３－２ 租税特別措置法第61条の３第１項《農用地等を取得した場合の課税の特例》に規定する農業に該
当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達65の７⑴－31の２
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

租税特別措置法第68条の29第１項から第３項《医療用機器等の特別償却》に規定する医療保険
業に該当するかどうかの判定基準として利用。

連結措置法通達68の59－３ 租税特別措置法施行令第39条の86第３項に掲げる事業のうちいずれの事業に該当するかの判定
基準として利用。

連結措置法通達68の65－２

連結措置法通達68の13－９ 租税特別措置法第68条の13《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税
額の特別控除》の適用対象となる租税特別措置法第42条の９に規定する事業に該当するかどうか
の判定基準として利用。

措置法通達68の15の４－４ 租税特別措置法第68条の15の４《特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除》の適用対象となる租税特別措置法第42条の12の３に規定する指定事
業に該当するかどうかの判定基準として利用。（令和３年度税制改正に伴う通達改正において廃止
済み。）

連結措置法通達68の16⑶－１ 租税特別措置法施行令第39条の49第１項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業に該当するか
の判定基準として利用（小分類451外航海運業、小分類452沿海海運業）。（令和３年度税制改正
に伴う通達改正において通達番号は変更済み。当該番号は確認中。）

連結措置法通達68の27－13 租税特別措置法第68条の27《特定地域における工業用機械等の特別償却》の適用対象となる租
税特別措置法45条に規定する事業に該当するかどうかの判定基準として利用。

連結措置法通達68の29－４

租税特別措置法第68条の65第１項《農用地等を取得した場合の課税の特例》に規定する農業に
該当するかどうかの判定基準として利用。

措置法通達68の７8⑴－31の２ 租税特別措置法施行令第39条の７第６項第１号に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業に該当す
るかどうかの判定基準として利用。
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

文部科学省

租税特別措置法第68条の90第２項第３号ハ⑴又は租税特別措置法施行令第39条の104の２第31
項第１号から第３号に掲げる事業のいずれに該当するかどうかの判定に利用。

社会教育調査（基幹統計調査） 民間体育施設に係る調査について、調査対象範囲確定に当たって使用（小分類）

連結措置法通達68の90－17

財産評価基本通達（昭和39年４月25日付直資56、直審
（資）17）

相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式について、類似業種比準価額を計算す
る場合の業種目の分類に使用。

消費税法基本通達（平成７年１２月２５日付課消２―２５
ほか４課共同「消費税法基本通達の制定について」通
達の別冊をいう。以下同じ。）13－２－４

消費税法施行令（昭和63年政令第360号）第57条第５項に規定する事業の範囲の判定基準として
利用。

消費税法基本通達13－２－６ 消費税法施行令第57条第５項に規定する事業の範囲の判定基準として利用。

消費税法基本通達13－２－８の２ 消費税法施行令第57条第５項に規定する事業の範囲の判定基準として利用。

26年経過措置通達11 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律附則第16条第１項において準用する同法附則第５条第３項に規定する「製造の請負に
係る契約」の範囲の判断基準として利用。

31年経過措置通達（平成26年10月27日付課消１－35
ほか４課共同「平成31年10月１日以後に行われる資産
の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律（平成24年法律第68号）附則第５条第３項に規定する「工事の請負に係る契約」の範囲
の判断基準として利用。

31年経過措置通達11 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律附則第５条第３項に規定する「製造の請負に係る契約」の範囲の判断基準として利用。

26年経過措置通達（平成２５年３月２５日付課消1-9ほ
か４課共同「平成２６年４月１日以後に行われる資産の
譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律附則第16条第１項において準用する同法附則第５条第３項に規定する「工事の請負に
係る契約」の範囲の判断基準として利用。

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者
への移転の促進に関する法律（第２条）

中小企業者の定義（大・中分類）

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者
への移転の促進に関する法律施行令（第２条）

中小企業者の定義（中・小・細分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

厚生労働省

左記に基づく外国人雇用状況の届出制度について、届出状況をまとめた業務統計（『外国人雇用
状況』の届出状況まとめ）において、産業分類別の事業所数・外国人労働者数を集計する際に使
用（中分類）

民間企業に雇用されている障害者における産業別の状況把握に使用（中分類）

雇用保険法第62条及び第63条並びに雇用保険施行規則の規定に基づく雇用関係助成金の中小
企業の区分、産業分類の区分等に使用（大・中・小分類）

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第39条、第40条及び第45条の規定により、都道府県知
事が行うシルバー人材センター及びシルバー人材センターの業務拡大の指定において、指定に
係る業種の区分を日本産業分類の中分類としている。

平成25年５月16日付け職発0516第19号・能発0516第４
号・雇児発0516第９号「雇用安定事業の実施等につい
て」別添１「雇用関係助成金支給要領」

障害者雇用状況報告（障害者の雇用の促進等に関す
る法律第43条第7項）

産業別新規求人数の分類に利用（大・中・小分類）

職場適応訓練の「中小企業」の定義の区分に使用（大分類及び中分類）雇用保険法（第63条第１項第3号）、労働施策の総合的

高年齢者雇用対策関係
（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
（第33条））

職業安定業務統計

職場情報総合サイト

事業主に毎年報告を求めている様式について、事業所情報の記載欄に、産業別分類番号の記載
箇所を設けている。（中分類）

高年齢者雇用対策に関する事業主への指導等において、事業主に提出を求める様式について、
産業分類番号の記載箇所を設けている（中分類）

職場情報総合サイトにおける職場情報の検索項目の１つとして利用（大分類）。併せて、職業情報
提供サイト（日本版O-NET)に連携して当該業種の職業情報を参照（大分類）。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律（第28条第１項）

高年齢者雇用対策関係
（令和３年３月26日付発出職発0326第10号「高年齢者
雇用対策の推進について」）

高年齢者雇用対策関係
（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（第39条）、
平成28年４月７日付職発0407第３号）

使用者側の業種の実態把握に使用（大・中分類）

職業情報提供サイト（日本版O-NET)における各職業情報中に就業者が多い主要産業について
表示（大分類）。産業分類を使用した検索機能（小分類）と職場情報総合サイトへの連携（大分類）
に利用。

労働委員会規則（第85条）

職業情報提供サイト（日本版O-NET)
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

通年雇用助成金
（「雇用関係助成金支給要領」（平成 25 年５月 16 日付
け職発 0516 第 19 号・能発0516 第４号・雇児発 0516
第９号「雇用安定事業の実施等について」別添１））

通年雇用助成金の助成対象となる指定業種であることの判断基準として使用（大分類、中分類、
小分類及び細分類）。

事業所登録の際に産業分類が入力項目になっており、一部の統計が産業分類をキーとして作成さ
れている。（中分類）

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）で認定を受けた事
業所の実態把握と厚生労働省のHPへの掲載に使用（小分類）

女性活躍推進法にでは女性活躍の状況等が優良な事業主に対する認定制度｢えるぼし認定｣｢プ
ラチナえるぼし認定｣を設けているところ。
認定基準には、｢直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割
合が産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値（当該平均値が４割を超える
産業にあっては４割）以上であること。｣等、産業ごとの平均値に着目した基準が設けられており、当
該産業分類について使用（大分類）

地域活性化雇用創造プロジェクト
（雇用保険法第62条第１項第６号及び第63条第１項第
８号）

都道府県が業種を指定して事業を実施することとしており、指定する業種の単位として使用（大分
類又は中分類）。
また、業種転換・多角化等を目的とする事業の実施に当たり、異なる業種であることの判断基準と
して使用（細分類）。

産業別の障害者の就職件数の実態把握と厚生労働省のHPへの公表に使用（大分類）

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）の申請時の業種指
定に使用（中分類）

障害者の職業紹介状況等

平成22年12月1日付け職発第1201第1号「ハローワーク
システム事務処理要領（平成23年1月版）について」別
添「ハローワークシステム事務処理要領」

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定
制度（もにす認定制度）の申請

障害者雇用に関する優良な中小企業の実態の把握

社会医療法第42条の２第１項により、医療法人が行うことができる収益業務の種類の指定に使用厚生労働大臣の定める社会医療法人が行うことができ
る収益業務（平成19年３月30日）（厚生労働省告示第92
号）

雇用環境・均等行政関係
（根拠法令：女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律第９条及び第12条）
（通達：女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律の施行について（平成２７年１０月２８日））
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

産業別の休業補償の額の改訂に使用（一部小分類）

雇用保険法第62条及び第63条並びに雇用保険施行規則の規定に基づく雇用関係助成金のう
ち、両立支援等助成金（出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コー
ス）の中小企業の区分、産業分類の区分等に使用（大・中・小分類）

事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲の指定に使用（大分類）

中小企業者の定義に使用（一部中分類、小分類）

調査項目として大分類Eについて中分類および大分類Gについて小分類を使用（大分類、中分
類、小分類）

特定（産業別）最低賃金の決定に使用（産業分類：中分類、小分類、細分類）

労災保険率の事業の種類の分類（大分類）、事業の種類（中分類）及び事業の種類の細目（中分
類～細分類）の設定で参考として利用

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
（第16条、別表第１）

労災保険率の事業の種類の分類（大分類）、事業の種類（中分類）及び事業の種類の細目（中分
類～細分類）の設定で参考として利用

賃金の支払の確保等に関する法律施行令（第2条） 未払賃金立替払事業支給対象企業範囲の指定に使用（大分類）

労働基準法（第76条）

労働保険料の徴収等に関する法律（第4条の2） 雇用保険の保険関係が成立している事業に関して、産業分類ごとの雇用保険適用事業場数、被

労働基準法施行規則（第57条） 預金管理状況報告の事業の種類の記入に使用（中分類）

労働安全衛生法第十二条第一項及び労働安全衛生
規則第七条第一項及び第二項で準用する第二条第二
項（様式第三号）

衛生管理者を選任すべき事業場の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第十三条第一項及び労働安全衛生
規則第十三条で準用する第二条第二項（様式第三号）

産業医を選任すべき事業場の区分に使用（中分類）

勤労者財産形成促進法施行令（第43条）

中小企業退職金共済法(第2条）

家内労働概況調査

平成25年５月16日付け職発0516第19号・能発0516第４
号・雇児発0516第９号「雇用安定事業の実施等につい
て」別添１「雇用関係助成金支給要領」

最低賃金法（第15条）

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
（第16条、別表第１）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

新規化学物質の名称を届け出る際の事業区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び労働安全衛生規
則第五十二条（様式第六号）

健康診断結果を報告する事業者の事業区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び労働安全衛生規
則第五十二条の二十一（様式第六号の二）

心理的な負担の程度を把握するための検査結果を報告する事業者の事業区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び労働安全衛生規
則第九十五条の六（様式第二十一号の七）

有害物ばく露作業報告書を提出する事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第五十七条の三第一項及び同法第五
十七条の四第一項及び労働安全衛生規則第三十四条
の五及び同規則第三十四条の八及び同規則第三十四
条の十（様式第四号の四）

化学物質を届出る事業者の事業区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及び労働安全衛
生規則第八十六条第一項（様式第二十号）

計画の届出を行う事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第五十七条の四及び労働安全衛生規
則第三十四条の四（様式第四号の三）

労働安全衛生法第八十八条第一項及び労働安全衛
生規則第八十七条の五（様式第二十号の二）

計画届免除の申請を行う事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及び同法百条第
一項及び労働安全衛生規則第八十七条の七（様式第
二十号の四）

実施状況の報告を行う事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び労働安全衛生規
則第九十六条（様式第二十二号）

事故報告書を提出する事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びボイラー及び
圧力容器安全規則第十条（様式第十一号）

ボイラー設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

労働安全衛生法第百条第一項及びボイラー及び圧力
容器安全規則第十一条（様式第十二号）

ボイラー設置報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びボイラー及び
圧力容器安全規則第五十六条（様式第二十四号）

第一種圧力容器設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及びボイラー及び圧力
容器安全規則第九十一条（様式第二十六号）

小型ボイラー設置報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びクレーン等安
全規則第五条（様式第二号）

クレーン設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及びクレーン等安全規
則第十一条及び同規則第六十一号

クレーン又は移動式クレーン設置報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びクレーン等安
全規則第九十六条第一項（様式第二十三号）

デリック設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及びクレーン等安全規
則第百一条（様式第二十五号）

デリック設置報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及びクレーン等安全規
則第百四十条（様式第二十六号及び様式第二十七
号）

エレベーター設置届及び明細書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び労働安全衛生法
施行令第十三条第三項第十七号及びクレーン等安全
規則第百四十五条及び同規則第二百二条（様式第二
十九号）

エレベーター又は簡易リフト設置報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びクレーン等安
全規則第百七十四条（様式第三十号）

建設用リフト設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第八十八条第一項及びゴンドラ安全
規則第十条（様式第十号）

ゴンドラ設置届を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

労働安全衛生法第百条第一項及び有機溶剤中毒予
防規則第四条（様式第一号）

有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分
類）

有機溶剤中毒予防規則第十三条第二項（様式第二
号）

局所排気装置設置等特例許可申請を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

有機溶剤中毒予防規則第十八条の三第二項（様式第
二号の二）

局所排気装置特例稼働許可申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

労働安全衛生法第百条第一項及び有機溶剤中毒予
防規則第三十条の三（様式第三号）

有機溶剤等健康診断結果報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

有機溶剤中毒予防規則第三十一条第二項（様式第四
号）

有機溶剤等健康診断特例許可申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

有機溶剤中毒予防規則第十三条第二項（様式第五号)
発散防止抑制措置特例実施許可申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

鉛中毒予防規則第四条第一項（様式第一号)
鉛業務一部適用除外認定申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

鉛中毒予防規則第二十三条の三第一項（様式第一号
の二)

発散防止抑制措置特例実施許可申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

特定化学物質障害予防規則第六条の三第二項（様式
第一号の二)

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用
（中分類）

労働安全衛生法第百条一項及び鉛中毒予防規則第
五十五条（様式第三号)

鉛健康診断結果報告書を届け出る事業者の業種の区分に使用（中分類）

特定化学物質障害予防規則第六条第二項（様式第一
号)

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書を届け出る事業者の業種の区分に使用
（中分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

農林水産省

経済産業省 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行
令（第２条）

中小企業者の範囲（中・小・細分類）

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（第４
条第１項)

法第８条第１項第１号で定める業種（大・中分類）

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（第１条
（別表第一））

法第２条第７項の政令で定める業種（小・細分類）

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用
に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（第２条
第９項）

中小企業者の範囲（大分類）

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運
用要領－飲食料品製造業分野の基準について－(平
成31年３月制定 令和2年2月28日一部改正、 法務
省・農林水産省編）

飲食料品製造業分野の３号特定技能外国人を雇用できる事業所として使用（中、小、細分類）

特定技能外国人制度（外食業分野） 特定技能外国人を受け入れる「受入れ機関」が食品産業特定技能協議会（外食業分野）への加入
登録に使用（細分類）

Go To Eatキャンペーン Go To Eatキャンペーン事業の対象飲食店として使用（中分類）

飲食料品製造業分野の２号特定技能外国人を雇用できる事業所として使用（中、小、細分類）

「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格
に係る制度の運用に関する方針」に係
る運用要領（（平成30年１２月25日制定 令和2年４月1
日一部改正、 法務省、警察庁、外務省、厚生労働
省、農林水産省）

飲食料品製造業分野の１号特定技能外国人を雇用できる事業所として使用（中、小、細分類）

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定
める基準（最終改正令和2年2月28日 農林水産省告
示）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用
に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令

（第３条）使用済物品等若しくは副産物の発生の抑制又は再生資源若しくは再生部品の利用を行
う業種（大・小・細分類）

（第５条）再生資源又は再生部品の分別回収を行う業種の範囲（小・細分類）
（第８条）廃熱の利用を行う業種（大分類）
（第１２条）中小企業者の範囲（大・中分類）

ものづくり基盤技術振興基本法（第２条） ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種（大・中・小・細分類）

産業技術協力化法施行令（第６条）
法第１８条第１項及び第２項に掲げる産業技術の強化を図るため特に必要なものとして政令で定め
る者（大・中・小・細分類）

情報処理の促進に関する法律（第２条） 情報処理サービス業等の範囲（中・小分類）

新事業創出促進法（第２条第３項） 中小企業者の範囲（大・中分類）

新事業創出促進法施行令（第８条） 法第２８条第１項の政令で定める業種（大・中・小・細分類）

産業活力再生特別措置法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

産業活力再生特別措置法施行令（第２条） 法第２条第８項の政令で定める業種（中・小・細分類）

企業合理化促進法（第２条） 事業者の範囲（大分類）

工場立地法（第２条） 工場立地に関する調査の範囲（大・中・小分類 ）

工業用水法（第２条） 工業の範囲（大・中分類）

工業用水道事業法（第２条） 工業の範囲（第・中分類）

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（第２条）

中小企業者の範囲（大・中分類）

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施
行令（第１条）

法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

中小企業信用保険法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（大・中・小・細分類）

中小企業流通業務効率化推進法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業流通業務効率化推進法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）

中小企業支援法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業支援法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）

小規模企業共済法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業信用保険法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（第２
条）

中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行
令（第１条）

法第２条の政令で定める業種（大・中・小・細分類）

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する
法律（第２条）

中小企業者の範囲（大・中分類）

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する
法律施行令（第１条）

法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）

下請中小企業振興法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業倒産防止共済法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）

中小企業倒産防止共済法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

中小企業基本法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

小規模企業者等設備導入金助成法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

下請中小企業振興法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

中小企業総合事業団法施行令（第３条） 法第２１条第３項の政令で定める中小企業構造の高度化に寄与する事業の範囲（大・中・小分類）

小売商業調整特別措置法（第１条の２） 小売商及び大企業者の範囲（大・中分類）

中小小売商業振興法施行令（第１条） 法第２条の政令で定める業種（中・小・細分類）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
施行令（第１条）

法第２条の政令で定める業種（大・中分類）

民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促
進に関する臨時措置法（第２条）

特定施設の定義（大・中・小分類）

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者
への移転の促進に関する法律（第２条）

中小企業者の定義（大・中分類）

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者
への移転の促進に関する法律施行令（第２条）

中小企業者の定義（中・小・細分類）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善に関する法律施行令（第３条）

法第２条第５項の制令で定める業種（大・中・小分類）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
（第２条）

特定工場の定義（大分類）

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令
（第１条）

法２条第１項の政令で定める業種（細分類）

（第２条） 中小業者の定義（細分類）

農村地域工業等導入促進法（第２条） 工業等の定義（大・中・小・細分類）

中小企業等協同組合法（第１条） 組織する事業者の範囲（大分類）

中小小売商業振興法（第２条） 中小企業者の範囲（大・中分類）

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（第２条） 製造業の発展を支えるものを主として利用して行う事業が属する業種（大・中・小・細分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の
活性化の一体的推進に関する法律施行令（第１条）

法第４条第３項第３号に規定する政令で定める業種（中・小・細分類）

中小企業支援法（第２条） 中小企業者の定義（大・中分類）

中小企業支援法施行令（第１条） 法第２条第１項第３号に規定する政令で定める業種（中・小・細分類）

中小企業団体の組織に関する法律（第５条） 中小企業者の定義（大・中分類）

中小企業団体の組織に関する法律施行令（第１条） 法第５条第第３号に規定する政令で定める業種（中・小・細分類）

化学物質排出把握管理推進法（第２条第５項、同施行
令第３条）

化学物質排出把握管理推進法の規制対象となる第一種指定化学物質等取扱事業者の当該業種
について（中分類）

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者
の事業活動の調整に関する法律（第２条）

中小企業者の定義（大・中分類）

商店街振興組合法（第６条） 商店街振興組合の地区（大・中分類）
（第８条、第９条） 商店街振興組合の組合員の資格を有する者（大・中分類）

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置
法施行令（第１条）

中小業企業者の定義（大・中・細分類）

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及
び特定地域商工業の振興に関する法律（第２条）

特定地域商工業の定義（大・中分類）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（第２
条）

食品関連事業者の定義（中分類）

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の
活性化の一体的推進に関する法律（第４条）

商業基盤施設、中小業者及び特定事業の定義（大・中分類）

18



実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律施行令（第２条、第４条、第５条、第７条）

・中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者の範囲（商業又
はサービス業、商業及びサービス業以外）
・売上高に関し政令で定める金額の範囲（商業又はサービス業、商業及びサービス業以外）
・指定容器包装利用事業者の範囲（各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品
小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売
業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、たばこ・喫煙具専門小
売業）
・容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会のうち財務大臣の所管に属す
る事業の割り振り範囲（たばこ小売業、塩小売業、酒類小売業）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律施行規則（第６条、第９条（別表第二）、第１０
条第２項（別表第三））

・法２条第１１項の主務省令で定める収益事業の範囲（農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売
業）
・法第１１条第２項第２号の主務省令で定める業種の区分（食料品製造業、清涼飲料製造業及び
茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、医
薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売業、その他の事業）
・特定容器利用事業者が自主算定方式により容器包装廃棄物の排出見込量を算定できない場合
の事業系比率の業種別数値（食料品製造業、清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類製
造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨そ
の他の化粧用調整品製造業、小売業、その他の事業）

特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の
再商品化に関する省令（第２条（別表））

・特定容器製造等事業者が自主算定方式により容器包装廃棄物の排出見込量を算定できない場
合の事業系比率の業種別数値（食料品製造業、清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類
製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨
その他の化粧用調整品製造業、小売業、その他の事業）

特定中小企業者事業転換対策臨時措置法施行令（第
１条）

中小業企業者の定義（大・中・細分類）

特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的
変化への適応の円滑化に関する臨時措置法施行令
（第１条）

中小業企業者の定義（大・中・細分類）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大
臣が定める比率

・特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者が再商品化すべき量に係る業種別比率（食料
品製造業、清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗
剤・界面活性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売
業、その他の事業）

小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合
理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関
する判断の基準となるべき事項を定める省令（第１条）

・判断基準省令に基づく取組を行うべき者（指定容器包装利用事業者）の範囲（各種商品小売業、
織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・
機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用
品・楽器小売業、たばこ・喫煙具専門小売業）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大
臣が定める量

・特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物の総排出見込量の業種別数値（食料品製造業、清
涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性
剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売業、その他の
事業）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大
臣が定める量

・特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物の総排出見込量の業種別数値（食料品製造業、
清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活
性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売業、その他
の事業）

産業活力再生特別措置法

プラントエンジニアリング業の活力の再生に向けた基
本指針（平成２０年経済産業省令第１７２号）

日本銀行価格指数（CSPI: Corporate Services Price
Index)においてプラントエンジニアリング業を追加（平成
２１年６月２５日）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大
臣が定める率

・特定容器利用事業者が再商品化すべき率の業種別数値（食料品製造業、清涼飲料製造業及び
茶・コーヒー製造業、酒類製造業、油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、医
薬品製造業、化粧品・歯磨その他の化粧用調整品製造業、小売業、その他の事業）
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実施府省 行政分野 （根拠法令、通達等） 利 用 の 範 囲 と 内 容

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（第７条
（別表第七））

法第２条第１３項の政令で定める業種（大・中分類）

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（第２条
（別表第二））

法第２条第８項の政令で定める業種（大・小・細分類）

対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に
基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定
める件

主管：財務省
共管：内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国土交通省

対内直接投資等に関する命令第３条第３項で定める業種（大・小・細分類）

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法（第２条第１７項）

中小企業者の範囲（大・中分類）

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法施行令（第２条）

法第２条第１７項第５号の政令で定める業種（中・小・細分類）

特許法施行令（第10条） 中小企業者の範囲（大・中・小分類）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行
令（第１条）

法第２条第４項第２号の政令で定める業種（小・細分類）

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施
行令（P)

施行令施行予定日（令和３年10月頃）

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定
技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に
基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて
定める基準（第２条）

1号特定技能外国人材が活動を行う特定技能所属機関の事業所が属する業種の範囲（中・小・細
分類）
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